
認証等用特殊用紙に関する事務の取扱いについて 

 

平成22年5月25日総三第000078号高等裁判所長官、地方、

家庭裁判所長あて総務局長通達 

 

改正 平成23年8月15日総三第000122号 

   平成24年12月27日総三第000321号 

平成25年11月20日総三第２２０号 

平成26年2月12日総三第３２号 

令和2年7月1日総三第８５号 

令和2年9月2日総三第１２０号 

令和5年12月15日総三第３７３号 

令和6年2月20日総三第３４号 

令和8年2月27日総三第１４５号 

 

標記の事務の取扱いについて下記のとおり定めましたので、法令等の定めによるほか、

これによってください。 

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。 

記 

第１ 認証等用特殊用紙の使用 

  次に掲げる書類のうち、当事者その他の関係人に交付する書類については、偽造を防

止するための措置を施した用紙（以下「認証等用特殊用紙」という。）を使用する。 

１ 執行文（債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨

を債務名義の正本の末尾に付記する方法により付与するものに限る。また、簡易裁判

所においては、２の（２）のツに掲げるものの正本に付するものに限る。） 

２ （１）に掲げる電磁的記録（簡易裁判所においては、ウに掲げるものに限る。）に

記録されている事項を記載した書面であって当該書面の内容が当該電磁的記録に記録

されている事項と同一であることを証明したもの（証明する旨の文言が記載された用

紙に限る。）及び（２）に掲げる書面（簡易裁判所においては、ツに掲げるものに限

る。）の正本（正本であることが記載された用紙に限る。） 

（１）令和７年１２月２３日付け総三第７９６号事務総長通達「電子情報処理組織を使

用する方法により申立て等を行うことができる事件の事務処理について」が適用さ

れる事件 

  ア 電子判決書（民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２５４条第２項の電子

調書を含む。） 

  イ 和解又は請求の放棄若しくは認諾の電子調書 

  ウ 仮執行の宣言を付した電子支払督促 

（２）（１）の事件以外の事件 

ア 判決書（民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）第２条

の規定による改正前の民事訴訟法第２５４条第２項の調書を含む。） 



イ 和解又は請求の放棄若しくは認諾の調書（犯罪被害者等の権利利益の保護を図

るための刑事手続に付随する措置に関する法律（平成１２年法律第７５号）第１

９条第４項の公判調書を含む。） 

ウ 調停調書 

エ 調停に代わる決定書 

オ 労働審判書（労働審判法（平成１６年法律第４５号）第２０条第７項の調書を

含む。） 

カ 家事審判書 

キ 高等裁判所が第一審としてした審判に代わる裁判又は高等裁判所が審判に対す

る即時抗告を理由があると認めて自らした審判に代わる裁判（非訟事件手続法等

の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（平成２４年最高裁判所規則第９号）

第１条第１号の規定による廃止前の家事審判規則（昭和２２年最高裁判所規則第

１５号）第１９条第２項（なお従前の例によることとされる場合を含む。）の審

判に代わる裁判のうち終局審判以外の審判に対する即時抗告についてされたもの

を除く。）の裁判書 

ク 調停に代わる審判書 

ケ 調停に代わる審判に代わる裁判書 

コ 金銭の給付を命じる仮処分決定書 

サ 仲裁判断についての執行決定書 

シ 暫定保全措置命令についての執行等認可決定書 

ス 暫定保全措置命令についての違反金支払命令書 

セ 国際和解合意についての執行決定書 

ソ 特定和解についての執行決定書 

タ 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（昭和５０年法律第９４号）第２２

条第２項（同法第３０条第２項及び船舶油濁等損害賠償保障法（昭和５０年法律

第９５号）第３８条、第４３条第６項及び第５１条第６項において準用する場合

を含む。）の規定により受託者に対して金銭の支払を命じる決定書 

チ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する

法律第３７条第１項の決定書（同条第５項の調書を含む。） 

ツ 仮執行の宣言を付した支払督促 

テ 子の返還申立事件の終局決定（高等裁判所においては、終局決定に対する即時

抗告を理由があると認めて自らしたものに限る。）の裁判書 

第２ 認証等用特殊用紙の管理 

１ 特殊用紙調整責任者及び特殊用紙保管責任者の指定 

  各裁判所の長（簡易裁判所にあっては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁

判所の長）は、認証等用特殊用紙を管理する職員として、特殊用紙調整責任者及び特

殊用紙保管責任者を指定する。 

２ 特殊用紙調整責任者による管理 

（１）受領等 

  特殊用紙調整責任者は、認証等用特殊用紙の受領及び保管を行い、特殊用紙保管



責任者にこれを配布する。 

（２）認証等用特殊用紙授受簿への記載等 

ア 認証等用特殊用紙授受簿の備置き 

  認証等用特殊用紙授受簿（別紙様式）は、司法年度ごとに作成し、特殊用紙調

整責任者の下に備え置く。 

イ 認証等用特殊用紙授受簿への記載 

  特殊用紙調整責任者は、（１）の受領及び配布並びに特殊用紙調整責任者の交

代に伴う認証等用特殊用紙の引継ぎに当たっては、認証等用特殊用紙授受簿に所

要の記載をする。 

３ 特殊用紙保管責任者による管理 

  特殊用紙保管責任者は、２の（１）の定めにより配布を受けた認証等用特殊用紙を

保管し、裁判所書記官にこれを配布する。 

４ 裁判所書記官による保管等 

  裁判所書記官は、３の定めにより配布を受けた認証等用特殊用紙を保管し、これを

使用する。 

５ 認証等用特殊用紙の保管 

  認証等用特殊用紙は、施錠のできる保管庫又は保管に適する倉庫に収納して保管す

る。 

   付 記 

この通達は、平成２２年５月２５日から実施する。ただし、記第１の定めは、同年７月

１日から実施する。 

   付 記（平２３．８．１５総三第000122号） 

この通達は、平成２３年１０月１日から実施する。 

   付 記（平２４．１２．２７総三第000321号） 

この通達は、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）の施行の日（平成２５年１月

１日）から実施する。 

  付 記（平２５．１１．２０総三第２２０号） 

この通達は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関

する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３３号）の施行の

日（平成２５年１２月１日）から実施する。 

  付 記（平成２６．２．１２総三第３２号） 

この通達は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成

２５年法律第４８号）の施行の日（平成２６年４月１日）から実施する。 

  付 記（令２．７．１総三第８５号） 

この通達は、令和２年７月２７日から実施する。 

   付 記（令２．９．２総三第１２０号） 

 この通達は、令和２年１０月１日から実施する。 

  付 記（令５．１２．１５総三第３７３号） 

この通達は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律（令和５年法律第２８号）附則第１条

第４号に掲げる規定の施行の日（令和６年２月１５日）から実施する。 



  付 記（令６．２．２０総三第３４号） 

この通達は、令和６年４月１日から実施する。 

  付 記（令和８．２．２７総三第１４５号） 

この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）の施行の日

（令和８年５月２１日）から実施する。 

 



（別紙様式）

受領 配布 残

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

製造番号　(発行地　　　　)
印 備考

認　証　等　用　特　殊　用　紙　授　受　簿　 

枚　　数
摘　　　要年月日

受領 配布


